
令和５年３月一部改定 

つるぎ町建設課 

令和２年２月策定 

令和元年度 つるぎ町橋梁長寿命化修繕計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半田地区：木ノ内橋（昭和５９年建設）

一宇地区：土釜橋（昭和５年建設）

貞光地区：長橋（昭和３４年建設） 
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つるぎ町の現状と目的 

 

 

つるぎ町では、大小合わせて２１３橋の車道橋（以下、橋梁という。）を管理してい

ます。この２１３橋のうち大半が高度経済成長期（昭和３０年～昭和４８年）に建設さ

れており、橋梁の高齢化の目安といわれる建設後５０年以上経過した橋梁が４３橋あり

ます。 

さらに、２０年後の２０３９年には１７５橋となり、急速に高齢化橋梁が増大し、今

後補修費が集中すると予想されます。 
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図：架設年度の分布 

 

この現状に対し、平成２４年度に５ｍ以上の橋梁については、橋梁長寿命化修繕計画

（平成２４年度）を策定し、「悪くなってから修繕する管理（対症療法型）」から「定期

的に点検を実施して損傷が小さいうちに計画的に修繕を行う管理（予防保全型）」への

転換を図ってきました。 

今後、老朽化がより一層加速し修繕費用等の増加が見込まれる中、限られた財源で効

率的かつ効果的な橋梁の維持管理計画が求められています。 

つるぎ町では、町民生活を支える道路インフラを構成する橋梁の寿命を延ばすととも 

 

高度経済成長期 

1955（昭和 30）年～1973（昭和 48）年 

2019 年現在 

高齢橋梁：43 橋 

20 年後 2039 年 

高齢橋梁：175 橋 
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平成２４年度策定計画からの変更点 

 

 

前計画では，５ｍ以上の橋梁１２８橋を対象に計画を策定しましたが，本計画では，新

たに２ｍ以上５ｍ未満の８５橋を加え２１３橋を対象としました。 

対象橋梁数が増加したことに伴い、つるぎ町の現状に見合う実践的かつ実効的な橋梁マ

ネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を十分に機能させるため、対象橋梁を「早期対

策型の重要橋梁」と「事後対策型の一般橋梁」の２グループに分けて計画を策定しました。 

 

表：現行計画からの変更点 

対象橋梁数 グループ

平成２４年度 128 １グループ

令和元年度 213
２グループ
早期対策型
事後対策型

 

表：グループ分け 

グループ 適用条件 橋梁数
維持管理
手　　法

健全度

重
要
橋
梁

・跨線橋，跨道橋
・避難路，孤立集落道路に架かる橋
・橋長10.0m以上の橋

70橋 早期対策型 Ｃ（3）

一
般
橋
梁

・橋長10.0m未満の橋
・ボックスカルバート橋

143橋 事後対策型 D（2）

 

　長寿命化を図るため、損傷が軽
微な段階で対策を行う。
　健全度C（3）で対策を行うこと
を基本とする。

　劣化・損傷により利用者の安全
に影響が生じる前に、事後的な対
策を行う。
　健全度D（２）で対策を行うこ
とを基本とする。

早期対策型 事後対策型

 

健全度は、A～Eの５段階で評価します。 

健全 劣化

A B C D E  
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長寿命化修繕計画とは 

 

 

長寿命化修繕計画とは、下図のように大きな損傷が発生してから手当てを行う「対症

療法的な維持管理」に換えて、大きな損傷が発生する前に早めに手当てを行う「予防保

全的な維持管理」のための計画のことをいいます。 

本計画では、「予防保全的な維持管理」を「早期対策型」と「事後対策型」に分けて

計画しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過年

健
全
度

経過年
０ ５０ １００ ０ ５０ １００

：予防保全型 ：対症療法型

補
修
費

 

図：健全度の予測グラフ        図：補修費の予測グラフ

対
症
療
法
型 

予
防
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全
型 

管
理
手
法
の
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長寿命化修繕計画づくり 

 

 

●対象とした橋梁 

 

本計画では、つるぎ町が管理する２ｍ以上の車道橋２１３橋を対象にします。また、

本計画の策定にあたっては５年に１回実施している橋梁点検結果を基にしました。 

  

木ノ内橋（昭和 59 年建設）PC 橋※１ 長橋（昭和 34 年建設）床版橋※２ 

  

土釜橋（昭和 5年建設）鋼アーチ橋 半田中央橋（昭和 46 年建設）鋼桁橋 

  

宅熊線 2号橋（平成 10 年建設） 

BOX カルバート橋 

臼木上線１号橋（平成 3年建設） 

プレキャスト BOX カルバート橋 

主な管理橋梁 
※１ ＰＣ橋：プレストレスト・コンクリート橋の略でコンクリート構造の一種。 
※２ 床版橋：鉄筋コンクリートまたはプレストレストコンクリートの版を架けた橋。  
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長寿命化修繕計画の効果 

 

 

●維持管理費の縮減 

 

長寿命化修繕計画では、橋梁を可能な限り長持ちさせることを目的とします。本計画

ではこれによって、今後５０年間においては、維持管理にかかる費用を約２５億円から

約１０億円に縮減できる試算となります。 

予防保全型：約10億円
0

460,117
460,117
471,496
471,496
481,915
481,915
490,965
490,965
500,195
500,195
503,620
503,620
507,444
507,444
509,390
509,390
510,769
510,769
513,285
513,285
527,158
527,158

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2020 2030 2040 2050 2060

年

対症療法型：約25億円

予防保全型：約10億円

 

図：総事業費の比較 

 

●継続的な取り組み 

 

本計画策定後は、つるぎ町職員や資格を有する民間技術者等が連携して橋梁を効率的

に管理しながら、効果の評価・計測を行います。 

また、必要に応じてＰＤＣＡサイクルに則って、本計画を見直すことにより、適切な

維持管理を目指した取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＬＡＮ 

長寿命化修繕計画 

 ＨＥＣＫ 

修繕効果の評価・計測 

 ＣＴＩＯＮ 

橋梁定期点検 

 Ｏ 

修繕対策の実施 

道路ネットワークの安全信頼 

コストの縮減、予算の平準化 

事
業
費

(千
円
) 
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長寿命化に向けた具体的な取組（令和 5 年 3 月追記） 

 

●橋梁の老朽化対策における基本方針 

 

  つるぎ町は大小合わせて２１３橋の道路橋を管理している。限られた予算の中、イン

フラ施設の適正かつ効率的な維持管理を行うため、次のとおり取り組むこととする。 

 

① 定期点検の結果、Ⅲ・Ⅳ判定となった橋梁については、優先的に修繕または更新お

よび撤去を行う。実情により早期の修繕が望ましい場合については、Ⅱ判定橋梁に

おいても、修繕を行っていく。 

② 国の補助事業を積極的に活用し、維持管理費に係る財政負担を軽減する。 

③ 新技術の活用や直営点検に取り組み、コスト縮減を目指す。 

④ 定期的なメンテナンスを行い、橋梁の老朽化の進行を抑制する。（排水溝の詰まり、

堆積土砂の除去など） 

 

 

●新技術等の活用方針とコスト縮減に関する方針 

  

  国土交通省「新技術提供システム（NETIS）」を活用し、維持管理に関する最新の技術

の積極的な活用を図るとともに、構造が単純で桁下が低い等の比較的点検の容易な橋梁

については、職員が直営で定期点検を行う等により、インフラ施設の効率的かつ効果的

な維持管理、コスト縮減を目指す。 

  令和６年度までに、管理する橋梁のうち 3 橋で新技術を活用した定期点検を実施する

とともに、直営で１０橋の点検を行い、合わせて約 410 万円のコスト縮減を目指す。 

 

（1）新技術の適用対象について 

・溝橋・RC 床版橋などの単純な構造の橋梁の点検を新技術の適用対象と考える。 

・新技術適用橋梁は、令和５度に定期点検を予定している３橋で活用する予定とし

ている。 

 

（2）活用技術の選定について 

・活用技術は、国土交通省新技術情報システム(NETIS)に登録されている技術の内、

徳島県内で採用実績がある技術の中から、AI によるひび割れを自動検出するシス

テム「社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」(KT-190025-VE)」を活用し、

省力化による作業効率の向上によりコスト縮減を図る。 

・新技術の選定は、今後も継続して検討を行い、より良い新技術については採用を

検討する。 
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 (3)「短期的な数値目標」と「そのコスト縮減効果」の算出方法について 

   ・短期的数値目標及びコスト縮減効果は、従来点検費用と新技術の費用を比較する

ことで算出する。 

   ・従来点検費用については、歩掛に基づき直接工事費を算出し、新技術の費用につ

いては、点検業者からの見積に基づき設定し、これらの差額約 70 万円がコスト縮

減される。 

   ・職員による直営の定期点検は、桁下高が低く、構造の単純な橋梁の点検を職員で

実施することにより、点検費用を大幅に縮減することが出来る。 

    令和５年度に 10 橋の直営による点検を予定しており、約 340 万円のコスト縮減が

図られる。 

    新技術および直営点検によるコスト縮減の費用を足した約 410 万円を短期的な数

値目標及びそのコスト縮減効果としている。 

 

 

●撤去・集約化による費用の縮減について 

   

  維持管理費の縮減を図れるよう撤去・集約化の検討を行っていく。 

具体的には、令和 5 年度の 2 巡目点検完了後に、Ⅲ判定以下の橋梁において、橋の利

用状況等を踏まえ、撤去・集約化が可能な橋梁について検討を行う。 

現時点で撤去可能な 1 橋（吉良谷橋・Ⅳ判定）については、令和 10 年度までに、撤

去を行い約 300 万円のコスト縮減を図る。 
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事業計画（案） １／４ 

 



9 

 

事業計画（案） ２／４ 
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事業計画（案） ３／４ 
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事業計画（案） ４／４ 
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検討委員会の設置 

 

本計画は、学識経験者を委員長として橋梁長寿命化修繕計画検討委員会を設置し、長

寿命化修繕計画における方向性や基本方針について意見を聴取・議論して策定されまし

た。 

 

 

●つるぎ町橋梁長寿命化修繕計画検討委員会 
（敬称略） 

委員長 （学識経験者） 
徳島大学大学院社会産業理工学研究部 

上田 隆雄 教授 

委 員 （行政関係者） 
つるぎ町議会 総務産業建設常任委員会 委員長 

小野 誠治 

委 員 （行政関係者） 
つるぎ町副町長 

大垣 浩志 

委 員 （行政関係者） 
つるぎ町 総務課長 

山蔭 貞治 

委 員 （行政関係者） 
つるぎ町 半田支所建設環境水道課長 

栗尾 清治 

委 員 （行政関係者） 
つるぎ町 一宇支所建設環境水道課長 

西谷 栄二 

   

事務局 （行政関係者） 
つるぎ町 建設課長 

板谷 富吉 

事務局 （行政関係者） 
つるぎ町 建設課主幹 

大泉 篤孝 

事務局 （行政関係者） 
つるぎ町 建設課長補佐 

藤原 健志 

   

コンサルタント （受託者） 
株式会社松本コンサルタント 

吉岡 辰也 
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検討委員会の開催 

 

 

● 検討委員会開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 計画策定担当部署 

〒７７９－４１９５ 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦１－３ 

つるぎ町役場 建設課（つるぎ町役場分館２階） 

ＴＥＬ（０８８３）６２－３１１５ ＦＡＸ（０８８３）５５－１０５１ 

 

  

第１回 令和元年１１月２７日 第２回 令和２年２月６日 
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